
様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.25

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所

入札 (開札 )年月日

質問受理日 令和7年10月15日

回　答　日 令和7年10月22日

所 属 名

電 話 番 号

回　　答　　事　　項
26.契約書の作成については、仕様書６（４）に記載のとおりです。また、契約締結について
協議を行うことは可能です。

27.協議を行うことは可能です。

28.入札公告の「質問書の受付及び回答の方法」に記載の期限内であれば、追加質問は可能で
す。

回 答 担 当 所 属
教育総務課

０８３―９３４―２９４７

内容質問回答書

山口市立小中学校及び学校給食センターで使用する電気（高圧電
力）の購入事業

小中学校５０校及び学校給食センター４施設

令和7年11月7日

質　　問　　事　　項
26.契約書の取り交わし（双方押印・原本到着）期日はございますでしょうか。
弊社では、内容確定後、社内決裁・製本・押印・発送等のお時間を頂戴することになる予定
です。指定の期日内での対応ができかねる場合は提出日の延長について協議いただくことは
可能でしょうか。（契約締結日は指定いただけます。）

27.託送料金の変更に関して
基本料金や従量料金を一般送配電事業者の託送供給約款を基に算出しております。入札を
行った日時以降に当該地域を管轄する一般送配電事業者の託送供給約款に変更による原価上
昇があった場合、弊社の基本料金や従量料金単価などの各単価もそれに伴い変更となりま
す。変更があった場合には単価の変更に関して協議させていただけますでしょうか。

28.質問回答以降の問い合わせについて
仮に貴社質問回答内容によってこちらで判断つかない、あるいは回答内容に関連して追加で
確認・すり合わせさせていただきたいという場合もあるかと思います。その場合においても
追加問い合わせは不可となりますでしょうか。


